




1　社会福祉

糾　民生委員　(昭47.4.1現在)

ア　定数　3　32人　Hia. 31 6 ＼H)2I)8人　と108　し)

イ　地区別民生委員数

性 別 地 区
東 部 西 部 南 部 北 部 T サ iS w s s 東北 部 湖 東 叢†

輿 2 8 3 7 1 7 3 5 2 6 2 6 1 7 2 2 2 0 8

女 2 5 2 4 5 2 4 1 6 5 4 5 1 0 8

計 5 3 6 1 2 2 5 9 4 2 3 1 2 1 2 7 3 1 6

ウ　民生委員推せん制度

民生委員推せん準備会

沓枚区5名以内(校区放線代泉婦人会代気民磐要員代表、自治会代襲、 PTA代表(小学観)によ

り構成)の民生賓見放せん準備委負担より選考の上推せんするo

民生委員推せん制度

各校区より堆せんきれた候補者を、民生委員法第8蚤による姿見構成により、民生委員推せん会によっ

.S:-サ>A-tin

エ　処　　遇

民生児遮委員報償金

総務　年数12,000円<　要員　年額11,00OFは内6,000円は県より補助)

lfr&一架Iti尊い?-:根-て:tやH >

民生委員協議会道営交付金　年額　3 3 2千円

掛キHT晒し　しゴミ5;m冊ヱiK弓を)・!-一覧　　　　　H']

(a　社会福祉団体-冒
(陥　47.4.1現在)

名 称 代 表 者 ト'"'蝣! ft: 蝣出 設 澄 目 的

弦九 幾本商社会 '(' l" サJB 手職本町 l M l 幾本市における社会 福故事薬の能率的運営 と組織精勤を促 進

福祉協議会 し、一もって播 民の福祉の増 遊な図る0

能率滞藻ノ亡入会 fc fi- 半帖 や 1 - 1 5 一 丁 舜亡入母子の相互福祉の対策 を考究し、その具 体的爽俄 に よ

9 自立 更生に勢紡生活の安定 を図る0

熊本滞老 人ク ラブ 伊牟 拭直観 水道 町 6 - 1 5 老人の福祉増遜コ

潜畠本市遭族連合会 山 †: ⊥l 鰭.屋町 2 ー 8 ー l 淑ヰ i-m 、ヰキ水中、や七郎音をい り十和 1-K O 蜂漆に心

献ず る0

解本風発整顕彰会 沢 田 一緒 手取本 町 8 m 3 福祉会館内 英麓の溌彰 と遺族の福利増進。

熊寒帯傷窮箪Å愈 川嶋 武正 率取 本町 8 ～ 3 福祉会幾内 戦嶺病者の福利増避0

幾本市原爆破海老

砂金

内n 率 普 南千 反細野 9 - 1 6 被爆者の磯互挨助 と福利増進0

熊本地区保護司会 免出 癖 太怨二町渡鹿 7 3 5 - 1 更生保護事業 と して、非行犯罪のあ った者の更生を助慶す る

ため指導監督、補導援護を桁な ツて～般社会 への優帰 敬芸すり

再犯 を防止 して%を会 敬保護 し、 もって個人及び公衆の福祉 を

増達するため犯罪予防括劾 智行 な5 こと智 目的 とするの

熊本 B B S 会 池永 啄貞 本澄 5 丁 目 呈5 - 1 2 奉仕 と友愛の槻神 をもクで 日常、非行少年の よき豪速を志す

B B S 会農の澄戯 向上 と愈農機互の連絡を綴 るO

原液爆 寮止緊民愈

議触本県 協議会

福山 脅希 大鑑町九品薄 6 7 2 .{- ^ ヰ心火∴斗十車 に∴

槙轟器 類法学部感

激 触寒県 民会議

沢托 …柵 花畑町 1 2 蝣 大戦を蚊だする核廃置の離造 申jb

熊本県共闘募金会

熊本滞渡会

凝発 日露 手取本町 1 - 1 衆間藤金の准 鮎

日本 赤十字社 熊本 慶子 敏雄 手職本町 1 - 1 日赤後発夢猟運動 gj 推進及 び災審救護活動 をは じめ赤十字尊

県支部熊本 市地 区 薬の推進0
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2　生活　保護

(1)保護状況

区 分 毎 度
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

餐 樫 帯 3 ,4 9 3 3 ,4 9 4 3 ,4 1 7 3 ,4 6 0 3 ,5 8 6

港
挟 人 見 8 ,7 6 1 8 ,4 6 7 7 ,9 9 6 7 ,6 9 0 7 ,7 2 7

め
金 敵 ..噂 3 7 4や8 1 5 4 2 5 ,3 6 3 4 6 7 ,6 8 6 う3 3▼I 9 5 6 4 0 ,5 5 2

隻

妖

健 滞 2 ,6 2 6 2 ,6 4 0 2 .6 1 1 2 ,5 9 1 2 ,6 9 1

人 員 6 ,8 6 5 6 .6 9 8 小.3 -1 8 5▼9 4 6 ;-, M 3 ご

助
-.i> S IX ^ ') 5 6 ,9 6 3 6 5 ,6 6 8 7 4 ,2 7 1 8 4 ,4 6 5 1 0 1 ,9 8 0

fc"'
坦 帯 1 ,2 2 5 1 ,1 3 4 1 ,0 3 8 9 5 5 9 1 7

a
入 農 2、ユ4 9 l t9 ま6 1 ,7 2 7 1 ,6 3 2 1 ,5 8 4

助
食 徽 梓円j 2 2 ,7 7 3 2 2 ,4 2 5 2 2ー8 ま3 2 3 ,0 6 9 2 6 ,8 5 4

& 世 帯 3 ,7 4 5 3 ,8 8 9 3 ,9 5 9 4ー1 2 0 4 ,3 5 0

*
¥ I.¥ 後,7 0 5 複,9 4 3 5 ,1 0 5 5 ,2 4 0 5、5 4 8

助
金 額 (千円) 8 0 2 .6 8 1 9 7 1 ,8 8 5 i ,0 2 9 ,0 6 5

i

1 ,4 7 6 ,1 2 6 1 ,5 6 5 ,4 2 0

也 健 葦 0 4̀ E 0 ] 0 .3 0 0▼8

m
tt 人 員 0 A け丁 0 .3 0 0 .8

助
金 敬 伊弓) 6 1 8 9 4 竣 7 8 6

'I; 世 帯 8 6 8 5 8 2 4 0 3 ユ

港

扶 V ij 8 6 8 5 8 2 4 0 3 ま

助
金 額(子叫 2 .8 7 7 2 ,7 6 5 2 ,5 4 5 2 .9 0 4 2、9 3 8

* 挫 骨 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3

餐
秩 人 員 1 3 1 2 1 蝣' 1 蝣' 1 3

顔
金 敬(:明 1 ,0 6 1 9 0 9 1 ,1 2 4 1 ,1 2 8 1 ,6 6 3

di;. 聯 幾 相 ) I 0 ,6 8 9 l l ,0 5 6 9 ,6 5 2 l l ,2 9 4 1 2 .3 6 6

r

;v

世 帯 4 ,7 4 8 4 ,8 4 4 4 ,7 7 2 4 ,8 3 2 5 ,0 1 6

人 員 1 0 ,1 1 7 9 ,9 2 4 9 ,4 7 0 9 ,1 9 2 9 ,2 9 6

金 額 佃 ) 1 ,2 7 1 ,9 2 0 1 ,5 0 0 ,1 6 0 lー6 0 7 ,2 0 0 2 ,1 3 2 ,4 8 8 2 ,3 5 1 ,8 6 2

(注)悼菅及び人員は月平均、金敬絃年度総計を示す

㊥　保護率の推移(年度平均)

訟 笠
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

市 2 4,8 5 鱒 2 4 .3 8 鐸 2 3 .2 6 酵 2 1 .6 5 % 2 0 .6 1 多

輿 2 7 .9 8 2 6 .5 0 2 5 ,0 2 2 4 .5 2 2 4 .9 8

全 国 1 5 .2 1 4 .5 1 3 .8 1 3 .0 1 2 ー6

--- fllト・一一



時　保護措置状況

年 度

区 分
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

申 請 件 数 1 ,8 7 5 1 ,ti 1 - 1 ,5 5 7 1 ,6 3 3 1 ,6 4 1

開 始 件 数 1 ,4 0 9 1 ,4 0 1 1 2 2 9 1 ,3 2 6 1 ,3 4 0

却 下 件 数 3 3 0 3 0 蝣' 3 2 8 3 2 2 3 3 3

廃 止 件 数 1、3 4 5 1 ,3 8 0 1 2 3 8 1 ,1 8 3 1 2 3 0

絢　世帯の労働力類型別被保護健帯
し!>'lII、l「i (i ;iidりIl -_日

区 分
就 業 別

… 計

構 成 比(那

内 訳 憤 滞

担い 常 用 勤 労 者 2 5 3 2 5 3 5,0 5

滞 て
い

登 る

が坦

E∃ 雇 労 務 者 3 5 3 3 5 3 7.0 6

内 職 者 l o ll 1 3 0 2.6 0

勘 考
そ の 他 の 就 業 者 2 8 5 2 8 5 5 .7 0

P臼i

悼

滞 ヨ三は 働 い て い な い が

滞 農 が 働 い て い る 髄 滞
4 7 3 蝣i v ;j 9.4 6

i
働 い て い る 者 gj い な い 一粒帯 3,5 0

～
3 ,5 0 7 7 0.1 3

脅 計 ラ.I' i十1 5 ,0 0 1 1 0 0

-61蝣
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(1)児重手当制度
ア　目　的

児童を養欝している者W:児童手当を支給することにより児塵の健全な育成を助発するとともに、児塵の

fniflti・D職、性i:S主もこと*:1 1的とす蝣'-J。

イ　開始日　　lhT梢ト16;t--ii] in

ウ　支給要件

児塵手当は、次の各号のいずれかに該当する者か,本市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録護れて

い-t>ときに.七輪す00

11＼ ・1人いり二の'M聴T^.監過し、か-~l、これと*.,汗*.-!サ紅くするその-¥」':てはI一吐o

②　父母に監護書れずまたはこれと生計を同じくしない4人以上の児童を監護し、かつ、その生計を維持

する者O

③　児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父叉は母であって、父母に監護潰れずまた捻これ

と生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するものOただし、これらの児塵が4人玖

上であるときに限る。

④　児登手当は、 e-⑨のいずれかに該当する者の当該年度の市民税が非課税又は均等割磯であるときに

七も‡す一蝣^1、、

エ　金額　1人月額1,000円

オ　受給世帯数　(推定) 2,889健帯　受給推定人員　3,157人

紐　保育所措置状況

年 度 公 私 立 別 申 請 件 数 夢 措 置 件 数 揺 澄 件 数 措 置 寒 鱗 未 処 理 件 数

4 3

公 立 1 ,2 7 3 1 ,2 1 8 1 ,0 6 2 8 7 一2 1 5 6

私 立 3 ,0 7 5 2 ,9 6 0 2 ,3 9 2 8 0 .8 5 6 8

計 4 ,3 4 8 4 ,1 7 ; 3 ,4 5 4 8 2 .7 7 2 4

4 4

公 立 1 ,2 4 3 1 ,1 6 6 1 ,0 4 7 8 9 .8 1 1 9

私 立 3 ,5 8 7 3 ,2 6 3 2 .7 4 5 8 4 .i 5 1 嘗

計 速,8 3 0 4 ,4 2 9 3 ,7 9 2 8 5 .6 6 3 7

1 4 8

4 5

公 立 1 ,2 9 3 1 ,2 3 5 1 ,0 8 7 8 8 ー2

私 立 3 .8 9 15 3 ,7 3 9 3 ,1 4 3 8 4 .2 5 9 6

計 5 ,1 8 9 4 ,9 7 4 4 ,2 3 0 8 5 .0 7 4 4

4 6

公 立 1 ,3 4 9 1 ,2 8 7 1 ,1 9 9 9 3 .1 8 8

私 立 4 ,5 7 0 4 ,3 4 4 3 ,7 9 3 8 7 .3 5 5 1

計 5 .9 1 9 5 -6 3 1 4 ,9 9 2 8 8 .6 6 3 9

1 0 1公 立 1 .3 4 9 1 ,2 4 5 1 ,1 4 4 9 1 8̀

4 7 私 立 5 ,1 1 4 4 ,7 6 7 4 ,1 2 7 6 .5 6 I 0

計 6 ,4 6 3 6 .0 1 2 5 ▼2 7 1 8 7 .6 7 4 1

鱒　階層別保育所轄置状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭4 7.4.1現在)

階 層 別

区 分 A B
c D

汁

酎 l酎 第 2 第 3 -f-V l 帝 1 肇 2 * 3 寒 4 蝣? .

3 末 公 立 3 l l 4 6 3 0 o 0 2 0 5 5

1 5

1 3 2

蝣m 私 立 3 1 5 8 4 2 9 2 d 7 3 8 2 7 2 7 2 0 8 1 2 2 6 9 1 2 8 8

才 児 計 3 4 6 9 1 3 4 7 5 2 8 7 4 2 2 9 2 7 2 2 8 1 2 7 7 4 i 5

3

1 ,4 2 0

2 8 4
3 公 立 6 2 2 2 9 1 7 7 l l 9 4 3 8 l l 1 0

才 私 立 3 2 4 5 3 3 6 1 9 5 3 3 1 5 1 6 1 1 5 4 4 2 4 8 8 7 2

児 訂 3 8

2 4

6 7 1 1 4 2 7 2 7 2 4 4 2 4 2 0 1 5 3 5 5 3後 l l U 5 6

4 以 公 立 4 6 2 6 3 1 6 6 3 1 8 I 1 0 3 , 3 1 2 7 1 4 7 2 8

上 私 立 7 9 1 0 8 2 5 7 6 8 4 8 2 7 7 2 1 4 2 2 0 9 7 3 3 8 4 5 1 9 6 7

才 児 計

公 立

l o ョ

3 3

1 5 4

7 9

3 0 ID 3 1 6 4 8 1 0 8 2 9 5 2 3 1 2 1 0 4 6 5 5 9 2 .6 9 5

1 3 4 0 0 2 7 3 4 6 1 9 1 4 1 6 1 4 7 4 2 1 7 n i l

計 私 立 1 4 2 2 1 1 4 1 1 5 3 3 9 3 4 1 4 8 6 3 8 5 5 3 2 2 3 9 1 3 1 6 8 4 ユ2 7

計 1 7 5 2 9 0 5 4 1 9 3 3 1 2 0 7 1 9 4 8 2 9 9 6 9 3 2 8 6 1 7 3 8 5 5 2 7 1

- tV> -一一



絢　保育料徴収基準額
(昭和47年度)

各 月初 日の 在 原兇 変 の 属 す る 髄 帯 の階 層 区 分 徴 収 基 準 倣 ( 月 額 )

豚 分 + 港 3 才未満児 3 才 以 上 児

A 階層 生 活 保 護 法 に よる被 保 護 世 帯 小目 0 円

B 階層 A 階 層 を 除 き 前年 度 分 の 市町 村 民 税 非 課 税 世 帯 0 0

c

階

潤

A 新税 帝 1 階 層
前年度分の環町村民税の うち均等剤の 1,7 0 0 1.3 5 0

及年健

6分欺

みの課税挫帝で特 に生活如窮髄帯 ( 8 5 0 ) ( 6 7 0 )

ぴ E労

B 必 第 1 ,/
前年度分の市町榊民税の うち均等別の 2.2 50 1.8 0 0

階所

層縛
みの課税世帯 ( 所得別非課磯髄滞 ) ( 1,1 2 0 ) ( 9 0 0 )

T
ォー!ォ 蝣Ti-

前年度分の市町村民税の うち所得別課 2.6 5 0 2ー2 5 0

除非

# iS
税政か 5,0 0 0 円未満である機滞 ( 1.3 2 Cり ( 1,1 2 0 )

¥3 v
前年度分の市町村 民 税 の うち所 得 別

課税幾か 5,0 0 0 円鼻と」二であ る挫滞
2,9 0 0 2,5 0 0

D

f聴

A 蝣蝣''
及 所
び 得

B 親

特 1 階層
前 年 分 の所 得 税課 税徹が 1,5 0 0 円

十溝で.;蝣蝣i i.ii;>;
3,3 0 0 2.9 5 0

第 1 ,,
㍉十 M h nt }';.曲 ナ・1.S II O 円

上 3,0 0 0 円未 満である坦帝
3▼5 0 0 3,1 5 0

聯 諜
第 2 J′

前年 分の所得税課 税額 が 3,0 0 0 円以
5,0 0 0

3 才児 叉は 4 才以上児の保育 単機

層 税

* *
給 健
き 帯

上 3 0,0 0 0 円未 満である燦帝 ( 樋 しその幾が 4,9 0 0 円を越 見

る喝は 4,9 0 0 円とす る )

第 3 1f
前年 分の所得税課税鶴 が 3 0,0 0 0 円

6,4 0 0

J 十十七∴は 蝣i i '蝣!.i-A 'y 'i1)'.命 中
十十∴ 丸十'蝣h.L' 0 0 I を斗七

!醇
前 以 上 6 0▼0 0 0 円 未満であ る坦滞 る時は 6,2 0 0 円 とする )

!SL

二分
第 4 fI

前年 分の所得磁 箪税故 が 6 0▼0 0 0 円

以上 9 0,0 0 0 F遠務滴である憾滞
9,ま0 0

3 才児叉は 4.才以上児の保育 単価
( 但 しその幾 が 8,9 0 0 円を越え

る時は 8ー9 0 0 円 とする)

第 玩y
前年分 の所得税課税額 が9 0,0 0 0 円

以ア t-あ る軽薄

3 才未満鬼

の保育 単価
3 才兇 叉は 逢才鉄 と児の保育単価

如淀資産税敬による附加凝準

徴集虚姦倦教義の市町村税等による窺義hLの滑,頓及び阿鍾資産税額による区分

C階層の第ま階層に属し前年度分の臓定幾造機聴力も　4,0 0 0円以上である髄滞

C　、蝣;-':^2蝣:蝣V;,二二Il三:I ;i　∴r∴　∴　「憾,_・∴　い.いい　　　　千・二・..T

L'も、÷/、・1㌧'・['一蝣こ.L.一子.I-さ　　　　∴　　　　盲.i.一-?;i-'-.Iト.いりLl rLLi∴・_上-こ蝣-(--, -'.T

llこ　　　蝣V-1 、十,;い二的三　　713土-!、 -こil-∴..i,':i !'・て　つ1 I川りLI　　　∴:ド:二　::

I,∴∴ -T~　=∴:,-') (、ミ;

(.1こl、 、　　ニ;--: vv弓

C階層の第3階層

IjJ義　や　J'蝣1 ';蝣. '<gi

Lll　、,:し:蝣v,二　、号

・-目し'LP'蝣"蝣1蝣了:し.・I"1・・1、ォ1∴if)i一二,i_∴ま.、　、蝣-''C蝣、1、 I).- 1,こ　　∴.

( )内は二九以上児童か入所している場余、その二九員似蝉の兇蜜に適用される遜準准(C特且、 Cl、 C2
のみ適用)

鰯　助　　成

ア　軌味全王出ft:守　蝣:;'"'蝣-蝣-!丁-:・を二il

熊本帝煤腎所連盟助成金　　年額　5.4 0 0,0 0 0P]

私立楳背筋舟済組合助成金　尊敬　1 0 6,00 0円

率節楳背所連盟助成食　隼敬　3 6,0 0 0P3

保護者紗匪鮒、各酬蘭に倒泥を委託し、私立研園に絃9 8線上磯雛凱高相当額を離
する。

OS



イ　保育所建設費補助金

補　助　額　　　年額7,500千円　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)

構 造 別 ff * 全 面 改 築 増 築

両 横
鉄 筋 木 造 鉄 筋 木 造 ft a s 木 造

3 3 irf ' 6 5 rf

1,5 0 0 1,2 0 0 1,0 0 0 8 0 0

2 0 0 10 0

6 6 rrl' が 3 0 0 2 0 0

9 9 m'~- 1 3 1 が 4 0 0 3 0 0

1 3 2 vt以上 5 0 0 ・10 0

・そ、i　''V* 【lj.こ・i:t'蝣i・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　;'.

m m 申請数貸付決定数貸付総金額 貸付限度額 措置期間 償澄期間 利 率

事業開始資金 6 4 1,400,000
,'蝣・'.1

1年間6年以内 4T娼摘

′′
′′

無利子

事業継続資金 12 ll 2,140,000 儲 23呂00S33 6カ月3-3-蝣・

修学溌金 47 61 4,219,000
t禁等 13霊呂2サ1

6年γ

8年〝

技能修得数金 0 0 0 月蝕 ;uioo 習得後〝

〟

1年間

10年r/ 年3酵

〟

修菜′敷金 5 4 180,000 3000 53 (勝汰臣が定め

るも石頭刷子)

就職支度資金 1 1 15.000 1回につき25fl00 5* "
技能修得を諸〝

発と諸〝

年3醇

′′

′′

〟

無利子

生活敷金 0 0 0 月額 7き00 6蝣'-蝣I]

,/

{/

′′

r/

住宅資金 6 7 1,500ー000 200∫)00 6年〝

転宅東金 0 0 0 18DO0 3>¥-

就学支度資金 14 34 405,000 25000 5it-蝣蝣蝣蝣

it# 2 1 10▼000
100000

(特別を場合)

150800

5年〝 年3酵

計 93 123 9,869,000 -

用　児童扶養手当
ア　児童扶養手当受給世帯数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和4 6年度)

区 分

生 別 母 子 健 帯 死 別

母子挫骨

未 婚

母子世帯

疾 病 者

世 帯

遺 棄

一粒 滞

その他の
世 帯

計

醸婚健 帝 そ の 他

1皇 帝 1 1 4 - 2 4 2 4 4 3 3 4 2 0 3

金 額 3 4 9,4 0 0 - 7 4β0 0 7 0 3 0 0 1 1β0 0 1 0 4ユ0 0 1 4 0 0 0 6 2 4,7 0 0

イ　特別児童扶養手当受給世帯数

種 別 重度精神薄弱児 重度身体障害児 計

受 胎 者 1 9 2 7 4 6

斡　施　　設

ア　助産・母子寮 (昭和4 7.4.1現在)

種 別 施 改 名 経営主体 施改代衷者 所 在 地 恕 可年 月 定 員

助 産 熊 本 産 院 熊 本 市

〟

藍 子 敏 雄

′′

本山町 4 2 7 昭 2 5. 7 2 0 ( 床 )

粒子 寮

′′

熊本市立 母子寮 大江 6 γ目 1 - 5 0 ′′ 2 6. 8 3 O (憤 )

友愛会 〝 社会福祉法人 本 山 一 人 東川 2 丁目 1 - 5 7 ′′ 2 7.1 0 2 0 (也 )
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イ　乳児院

施 設 名 経営主体 施設代 表者
i

所 在 地 il 認可年 月
i

定 員

熊 本 乳 児 院 社会 - 、

〟

轟 発音 本荘 2 丁 目 3 I 8 昭 2 2. 12 3 0

慈愛 園乳児 永ーム 瀬 谷絵 一 郎 神勅 3 2 0 ′ノ2 5 . 5 1 5

ウ　養護施設

至芭菅峰聖母愛児園

感度圃子供,*-A

菊　水　学　園

東　　健　　闘

藤　崎　台　登　園

竜　山　学　園

ソ・1、二一yて蝣I :サ/リ

潮谷綾一郎

松本　孝治

福永清音子

平野　松枝

上村　義邦

島略町島崎82 0

神水町320

大江町渡鹿8 Q

大江町渡鹿9 2 8

古京町3-5

品川町上＼二,二旧9 1 5

昭23. 5

〝23.　5

〝　25. 10

〝23. ll

" 23. 12

〝23. 10

白 川 掌 中 本県巨 費二度
清水町打越4 76 明42ー2 60

力　嘗ろうあ児施設

照本 ライ トハ ウス …社威 祉臥 …門 脇 ト ミ 船 町 2 .m
昭 2 8. 7 8 0

キ　婦人保護施設

照 本 県 婦 人 寮 E 熊 本 県

西 生 早 大 南;iij 9 昭 3 3 . 8 3 0

施 改 名 定 員
m m ft

再 ▼施 設 名

定 員
職 員 数

所 在 地

保母 その他 計
鯛 軽の他 i 計

本港傑 脅威 1 3 0 1 0 3 呈3
i

宛 6 叫 } 大江.鯛 薗 6 u 4 1 5 大江 6 丁目

寺凍 〝 7 0 5 i 6 厳寺原町 春 日 〝 7 壕 4 2 6 春 日l T Ej

* # " 1 0 0 7 3 ユO 磯手町 清水 l/ 7 5 4 … 2 6 清水町船路

由LLi 〝 7 5 5 2 丁 白山 2 丁目 中島 〟 6 0 確 1 5 沖 新町

m m 1 1 0 3 1 6 健軍町 率琵l tl 丁し) 4 ま 5 薗牽.笛伐町

京町台 〝 8 o s 2 1 0 池田町 盛挙 〝 7 5 壕 2 6 健軍町

itl'k 9 0 7 王 X 水道町 承前寺 〝 6 0

1,2 6 4

5 1

8 4 2 5

6

1 0 3

水 前寺公園

池上 〟 6 0 3 i 凄 池上喝

小島 〝 7 0 5 1 6 小島下町 計 1 6カ所

o　蝣、　-



・'、　1._;二

施設 名 定員
職 員 数

所在>地

慈し だr訂 職 員 数 ! 所在地

保母その他撞† 】保母その他 計

自学保育園 90 6 3 9 島崎町島崎 .・v'cx!1j;fi!・! 刑ー 6 3 9 健軍町京塚

黒寮幼愛園 200 16 4 20 黒髪町坪井 川尻 〝 9O 6 3 9 川尻町

愛光幼児園 60 4 -+ ^ 新大江望丁目つはみ 〝 90 ^ 4 12 tti水町国府

城高保育園 60 4 3 7 塊山大塘町 づ/オン // 60 12 4 16 古城町

みのり/f 60 4 3 7 本荘3 T 腎 くるふ ′′ 90 7 4 ll 犬狂町渡鹿

*vT. 60 1い 3 13 本荘2 T 且 仁愛乳児園 60 10 3 13春日4 T l∃

城両幼愛囲 60 4 4′ s 葡El町 水の爽保育開 9() 6 3 9 西原2 .T冒

のぞみ保育園 90 6 3 9 圭サIll] 杉の子 〝 90 9 3 12 二本木4γ目

十王 "V,.. 60 5 3 s 薗JII2丁目 ヲモ位の園′′ 48 5 3 s 大江町渡鹿

聖母幼愛園 120 7 6 13 繭叫. きよめ 〝 60 10 3 13 出水矧覇府

ひかり幼児園 120 10 3 13 大鑑2 T 目 八貿水谷′′ 60 7 3 i.O 潜水町南平

ひばり保育園 ilo s 4 12 健翠耶 九品専 〝 60 5 5 10 九品寺5T目

旭 ノ′ 150 13 正風町 lit図 ′′ 6O 5 3 s 画図町T幻二線

か一類ま 〝 9() s 3 1ユ 保川窪本町 二間 〝 60 7 3 10 戸島町

マリア 〝 85 6 3 9 東水前寺町 広福 〝 60 7長嶺町

報徳 〝 90 5 4 9 池田町西原 託麻小山′′ 60 s 小山町

小慣 〝 90 5 4 9 新南部町 供合 〝 85 ^上南部町

?ft >1. liO 4 3 7 花懐岬丁 森下 〝 90 s
南扇臼二町

字宮ノ本

ひ漂あり〝 60 6 3 9 断大江1γ目罪二枚ケ丘〝 90 10 13 ;-.>:v>ォf:-i-刈帖

!-'*;*I' 90 5 4 9 秋蝉町淘⊥」津本妙寺 ′′ 60 8 載規町堪 敷

若葉幼愛園 80 6 3 9 十一I-III† 帝也 ′′ 60 4 3 7 健軍町

かお岩保育園 90 7 3 10 中島町 六十 : liO 4 3 7 瀬図町

有明 ′′ 6() 4 2 6 小島下町 ∴十.')'V ' I ¥) 6 3 9 楠4LT目

藤崎台′′ 6() 4 3 7 音京町 ま千革 〝 6() 5 3 ^ 春竹町春竹

城北 〝 120 10 13 清水町新地2 計 1.1Iト 332 164 496

仁愛 〝 210 12 15 薄場町 ㌦私計6 6か所15,412 416 190 6O6

ケ　季節保育所

年 度 保 育 期 間 保 育 個 所

4 5

春 期
㌔ 2 5 生 6ヂ2 5 日 ( 3 0 日間 )

9

秋 期 ユ0 92 7 - l l. 2 7 ( 3 O H 間 ) 9

4 6

春 期 5 .2 5 6. 2 5 ( 3 0 E相羽) 9

秋 期 ユ 0.2 7 1 1一2 7 ( 3 0 1∃間 ) 9

4 7

春 期 6. 】 6.3 0 ( 3 0 0 間 ) 6

秋 期 1 0ー2 7 1 1.2 7 ( 3 0 日間 ) 7
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4　身体障害者福祉

,囲　障害者の実態
(昭和壊6年度)

年 令 や悌 ll

障 害 者

1 8 才 未 満 1 8 才 以 上

計
輿 女 計 男 女 計

視 覚 障 害 9 1 6 2 5 6 2 9 5 7 5 12 04 12 2 9

隊 は平衡輝 鰐 宣審 4 4 4 4 8 8 5 2 0 3 5 媛 8 7 4 9 6 2

雷 語 . 機 能 障 害 3 3 6 2 5 1 8 4 3 4 9

肢 体 不 自 由 l 3 3 ま0 9 1M 12 2 3 3 4 12 6 7 3 蕗0 1 :?js 13

内 部 疾 患 0 0 0 3 2 1 9 5 1 5 1

計 1 8 9 1 7 2 3 6 1 33 4 0 22 3 3 5 ,7 7 3 tU ;iJ

㊥　身体障害者更生援護状況 し11,'i抑I 6トFIl)

区 分

障 害 別

敬

級

辛

運 賃割 引証 変 相 相 談 。指 導及 び 措 置
手帳交付

国 ′鉄 i 自 動 車
棉 職生

活

粟

生≡

施

a L

7C
単 ふ 単 ふ 申 扱

A
十I" T 'i

独 護 慧 連

用弼 用絢 び 用

m 薬 指
医

W l
入

の

負 良 及導 磨 節 他
請 定

!': 'tX -V- 雷 2▼77 7
8 7 3 13 4 9…7 6 4 …3 8 2

2 7 2 b 0 8 i 2 1 2 5 7 6 9 6 9 9

聴 覚 障 寄 30 5 9 9 0 5恒 0 9…8 4 3 4 2 1 5 4 4 7 8 2 0 1 6 H iiiO 1 35 1 3 6

L∴※.噛 5 3 … 4{3… 0… 2 8 … 0

恒 1 1 6 0中 速9 0 …7 4 5…

-4 7 0 0 3 4 7 7

肢 体 不 自 由 6β6 ま lo o 15 7 1 l l ま50 33 9 7 3 6 9 3 6 1

内 部 疾 患 3 8 0 1 5 0 3 3 2 0 1 5 2 5 2 6

訂
1 2 5 8 8

53 3 2 3J3 5 9…3誹 ト5 4IS j 1声2 複5 3連的
1 4 呈8 7

i
82 8 2 6 3 2 62 9

L Lt_上,撃　!・.÷心二や「t-∴>!-・-]Mi,,一川も=1、 ;:・)紘_i二i・:時'うそごミ.ii　訳、卜∴1,I; ir-"lLl.トき・;」と;沖'、芸　;、-T

璃身体障害者家庭奉仕員制度　(昭和竣6年度)

奉 .社 員 E 相 対組 帝 E 委 託 受 用

1 4 6 6 1,00 0円

し!. >'子:.'M「lご;卜f圭とこ':蝣<i網、It】 V> '・'t,:I,蛸!弘二転::-こiこ要-こ'J-i二艶

(4　身体醇害毒相談　　　　日'てれ1 (i'上覧)

tll。iU;i　　　　　　　　ごノ、

t、Ii.rd'i芸'fK　　　　　3 hこミ

吾∴.†1i　　　蝣]　二うり01']上.J/柁l

碍　施　　設 (昭和46年度)

像 別…施 設 名
ヰ;> |m二 他殺IV..''・- 所 在 地 .認可朋 i E 嵐

弼 芸雷豊 霊芸
熊本県 富拭 実 太狂町渡鹿8 逢3

昭之8.9 匿 6010

(i'<　---



>　　　蝣　"蝣　-　　1　.:

(1.1精神薄弱者相談室　　川蝣-1こうti l間,投、

ア　業務の内容

精神薄覇者に対する個別的実態調査O

精神薄弱者の実情把嘘に必賓な基礎的な診断判別。

精神簿坊者の保護者ならびに家族に対する啓蒙助言o

精神滞弟者の媛承措置に関する業務O

イ　職員の配置

精神薄弱者福祉司　1人

事　務　職　員　　2人

・.';sj　,i。　i;i、_　　ごi＼し叶,Lt:1 1 '、　∴いOいiLい

ウ　利用状況　　(昭撒II4 6年度)

ご'蝣蝣'r'州く_ :チ

性 別

!̂ ":, ¥ -
男 衣 計

精 華 度

神 中 度

薄 重 度

14 2 ( 9 ) 6 9 ( 1 8 ) 2 1 1 ( 2 7 )

9 1 ( 2 ) 8 6 ( i ) 1 7 7 ( 3 )

9 9 ( 4 J 1 1 7 ( の 2 ま6 ( 8 )

弱 最 重 度

境 界 線

5 i n 1 7

6 2 ( 3 9 ) 3 0 ( 2 4 ) 9 2 ( 6 3 )

重 症 心 身 障 害 2 1 3 7 5 8

性 格 行 動 異 常 1 7 1 4 3 ユ

精 神 身 体 障 害 1 し、 l 竣 3 0

千 / v [I'd 1 6 ( 5 2 ) ヱ2 ( 3 5 ) 2 8 ( 8 7 )

計 4 6 9 ( 1 0 6 ) 3 9 1 ( 8 2 ) 8 6 0 ( 1 8 8 )

エ　fit置指導区分

年令別区分

年 令 性 別
輿 女 計

0 才 ～ 5 才 6 5 ( 2 ) 4 6 1ユK 2 )

6 ～ ユ 2 1 6 5 ( 7 3 ) 1 1 3 ( 6 2 ) 2 7 8 ( 1 3 5 )

1 3 へノ1 5 2 3 ( 3 ま) 4 6 (2 0 ) 6 9 ( 5 1 )

1 6 - 2 0 12 1 9 8 2 1 9

2 1 才 以 上 9 5 8 8 ユ8 3

計 4 6 9 ( 1 0 6 ) 3 9 1 (8 2 ) 8 6 0 ( 1 8 8 )

(荏)( )内は畜類判定件数

(昭和4 6年度)

種 別

性 別
在 宅指 導 教 育 措 置 施設 措 置 聯 親委 託 医療 欄 置 そ の ノ他 計

輿 7 8 8 3 4 6 1 2 S 4 8 8 6 ( 1 0 6 ) 4 6 9 ( 1 0 6 )

女 8 9 5 2 4 7 1 0 7 4 7 4 9 ( 8 2 ) 畠9 1 ( 8 2 )

計 1 6 7 1 3 5 9 3 2 3 5 9 5 1 3 5 ( 1 8 8 ) 8 6 0 (ま8 8 )

(注) ( )内は貰憩判定件数

潜心身障害児(者)家庭牽社員　用47.4.1現在)

奉 仕 員 派 遣 対 象 坦 帝 委 託 費 用

2 1 0 榎 滞 6 6 1,0 0 0 円

(普)昭和4 6年度より熊本帝社会福祉協議会に委託実施
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(3　陀縄制度　川「1 7.-i.irtiftO

l粗鞍予主,'1、　1 1 <-1

畿歌登託数　呈3Å

こ':.*蝣.　1 ∴MftU 1.ラ 0 (ii乙い,門.∴ii〕.l"i.1.こうし川j、 (L憾.∵ 5 oH '蝣-

減　輯紳薄弱者纏談

栂談農　　　漫5入

植談件数　月90絡

委託約　月300FrlC県費)

田　更生預滋入u'i-x ':守. ・言iJ i 7.I、1ぺ

施 .数 名
所 在 地 恒 農 本 市 の 拷 置 八 鹿

苓 山 寮 本 渡 宵 本 渡 太 字 下 河 内 6 8 粉 9 0 2 7

滞 番 減 守 :^ 抹 十 較 町 十 十 † 1 1 f) い 5

蓮 薬 園 篠 岡 県 八 女 郡 上 碑 野 上 横 山 ユ 之 3 3 8 0 i

しが ら き青 年 寮 滋 賀 県 甲 賀 郡 信 楽 町 大 字 鞠 l l 5 7 7 m- 1 且

.c 卒 牛 深 市 深 海 町 浅 海 4 0 i

糸 口 厚 生 輝 大 分 県 学 位 了.臣太 字 猿 渡 5 0 1

づ つ じ ケ庶 事 葛 球 磨 郡 須 恵 村 確 1 8 0 ー 呈 3 0 2

蹄　心身障害者扶養共済制度

アD 9j

心身障事者の保護者が死亡叉は廃疾となッた後、離れた心身曜審老臣蜂金を支給し、障害者の生満の

安定と保逢着跳、だく不安を解決しようとするものであるO

イ　心身障害者の範囲

精神薄弱者にあって私知能指数7 5以下、身体障薯者にあって私障害の程度か欄から3級までの

者及び精神.叉は身体に永続的な障害を有する者で、縮軽の者と同程度と認絡られるものO

ウ　+,.一蝣,1-3.1-

心身障寮者の燐聾者(心身障害者の配偶温父私兄弟姉臥樋鯛=叉はその他の親族で現に心身障者

者を扶養しているものO )であって、原則として4 5才未満のものとするo

ただし、制度発足当初(昭和46年3月31日まで)に限り、 65才米酒とするo

エ　保険料

年 齢 区 分 掛 金 月 額 ( 円 )

3 5 才 未 溝 の 者 1 , 0 0 0

3 5 才 以 上 4 5 才 藻 溝 の 者 1 , 3 0 0

4 5 才 以 上 の 者 1 , 5 0 0

オ　給付金

①　加入者が死亡叉は廃疾となったと争乱心身障害者を扶養する者(年金管理者)に対し、毎月20)300

門の年金を支給するo

②　加入後1年以上のもので、心身障害者が死亡したときは一時金として2 0,0 0 0円を支給するo

力　尚指日　!川、蝣i r>こ「　1II
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6　　老人福祉

(1)措置状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Ill'-i 1 .-I.1梢tjtつ

区 分 定 員

性 別 ! 年 令
証

6 l ~ 7 0 丁 1 - 8 0 8 1 ′-9 0 9 漫以 上

食 談 老 入 水 】 ム 壇 2 6

輿 2 ま 5 6 1 8 0 9 5

女 5 5 1 3 2 5 5 8 2 5 0

fi朝 一j餐藩 老 人 ホー ム 5 2

輿 6 9 8 1 2 4

女 7 2 3 1 S 3 5 3l

計 4 7 8

蝣}¥ 2 7 6 5 2 6 1 1 1 9

衣 6 2 1 5 5 7 3 1 ま 3 0 1

釣　老人健康診断実施状況

区 分 年 度
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

対 象 人 員 l li.1リ†tt 1 7 2 1 9 1 7 6 7 3 2 0 3 0 4 1 9β2 4

七 十 v u 4 S 7 6 4 ,8 0 5 3 ,7 1 6 4 ,3 0 6 凍逓8 3

受 診 率 紳 2 8 B 2 7 .9 2 4 5 2 1 .2 2 2 .6

経 費 ( 円 ) 1β0 1声9 1 1,4 1 2 ,7 7 1 1 万7 0β9 4 l声7 1声8 0 2 遠3 7ー5 1 1

(琵)市医師会と委託契約の上最寄りの医療機関にて診登を実施

掬　老大家塵奉仕員制度　　　　　　　　　　　(昭都4 6年度)

奉 仕 員 派 遣 対 象 機 帯 委 託 費 用

1 蝣1 9 3 , 8 3 3 千円

(注)昭和4 2年度より、熊本市社会福祉協議会に委託実施

㈱　老人クラブ軌fittt潔

柑 年 度 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

老 人 ク ラ ブ助 成 対 象 数 9 0 9 9 1 0 4 1 3 3 1 3 7

助 成 金 支 出 雀虻円 ) 1,3 3 9 ,0 0 0 1 ,6 0 4 ,5 0 0 1 ,6 5 0 ,0 0 0 2ー0 7 6 ,0 0 0 2、3 6 8 ,5 0 0

蹄　施　　設

ア　老人福祉センター

叶　v lft　　　汁~二ドI)*I榊」6番1 5写

経,::V k ('蝣士・二　　　子トl!j

州ux'上り　　　　H,'it:蝣I!3i><¥　6日l l】

構　　造　　鉄俄コンクリート3階建(但し、ま階絃保育園)

建物薗壊　　姪627.99^(190.3坪)

療　設　費　　　20,198,000円

開館日時　　午前9時-午後5時　休館日は毎週月曜及び祝日

使　用　料　1人1日20円(団体20人以上、 2割5分引き)

定　　　員　. 200人

TL 「1-



I-‡二^ iS !'丁!,  I.i.こi.†腔=を、幸二三重　「i三

解　　　董　1"

研　修　室　呈　〝

図　番　登　2〝

利用状況

lf汁だ純晩s l --;、:_

恭　一-　・i l　蝣'

1、ナ　　　　t 1 ・・

性 別 年 度
4 2 蝣I 3 4 4 4 5 嶺6

男 22,58 8 2 L'.117 2 ユ,7 58 20ー582 17,34 9

∴こ 3 1,6 ま之 32,1 02 33,0 3呈 2 9,2 03 28,7凄2

訂 5凄,20 0 5後ウ219 54,789 i;>.丁ホう 確6,09 呈

使 用 料 (閏) i,07後,08 5 1,07 9き0 20 i,090,6後5 9 93,0 95 920サ互70

l H 平均利用者 1SJ l8 3 呈S嶺 1('.8 且55

イ　東部地区老人福祉センター

叶1*1:他

ft -;v i- †与・二

開放率月日
蝣蝣HE　　　¥」fc

L堅.t∴ttk ;fi: fh

療物漸棟

熊本宵健箪町　798番地

∴†・こrl.一　苦.iil.∴・蝣H-P;!ぎ!絡,[.汁ll＼ft油　　　　を∴ _ll

il:i柑I lii「l I_i I H

木造、瓦数　学家凌

330ォt(ま00坪j

抵208.68㌦(63坪)

療　放　資　8,速45.000円

[HI iiTi IUvj　-j一前州、:i八十rt5叫i^fliHiift-S'、札さして、二;=t二;:.ll

使　用　料　1人1日　20円

定　　　員　50人

~E Cii¥L V'1'　与∴.・＼　堅、F_　1、蝣-ii r‡1IV三;_ミ　1:fi

≒ 、t: ii l　蝣・;Vっ二　軍iI三　1 I,

り　弘済寮

所　在　地　熊村菅谷尾Wf町1546番地

経常主体　熊本市

開設年月　昭和11年4月

種　　　別

j-.u　　　　　;・蝣, ',

・ivこ地ill fl't

it ft) Ii it

廼　　　IS

i二蝣'x 。iv !';昌

lll-11'tと:/＼-!、- ∴

木造、瓦著、平家建

10,222,01 4サブ

妊2、048,475が

「1 6　＼

集会所、納骨慰霊塔、炊畢蜜、医務室、静養重、浴室

措置状況
(昭和4 7.4.1現在)

区 分 性 別 輿 女 計

熊 本 市 ( .市 費 ) 4 9 7 5 1 2 I

熊 本 県 ( 県 費 ) 3 1 4

そ の 他 ( 委 託 ) 2 i 3

計 5 4 7 7 1 3 1

-71・-
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エ　高齢者無料職業紹介所

所　在　地　幾本滞手取本町8番3号　熊本県移祉会館1階

経営主体社会福祉法人　熊本県社会福祉協議会

開設,%-nn　け汁如L15年;il)161】

オ　その他の施設

級 別 施 設 名 経 営 主 体 施 設 代 来 者 所 在 地 認碑 月 定 員

* Sm 慈 愛 園 老 人 ホ d ム 社会福祉 故 人

〟

〟

〟

杉 村 春 三 神 水 町 3 2 0 2 3 1 1 7 0

老 人 ホ d ム 聖 母 =老 人 ホ m ム ,-1!- 1'.~'~-¥: " 島略 町 8 2 0 2 1 1 1 7 0

′′
t} デ ル 。ラ イ ト
記 念 老 人 ホ M ム

秋 山 禎 範 黒 髪 町下 立 出 6 3 1 2 6 . 5 7 0

特 別 養 護

老 人 ホ 】 ム パ ウ ラ ス ホ ～ ム 杉 村 啓 三 神 水 01] 3 2 0 3 9 . 7 5 2

碍　敬老祝金　(昭和45年4月1日開始)

目　　的　高命者に対し、敬老祝金を支給し、敬老の意を衷するとともに、その福祉の増進に寄毒しよう

とするものであるo

受給資格　8 8才以上であって、本市に引き続き1年以上居住している老

金　　　幾　年療5,000円

摺　老人医療費助成や(昭和46年1 1月開始)

目　　的　高齢者に対し医療費に饗した費用の-部を助成することにより、安心して十分な治療を受けて

もらい、健康で明るい老後の率せに寄考しようとするものであるO

こ　も一泊tfiii. U本心二3-':I]卜LLvH.KLしい、~,:lpjT 5　r

てS [{!川q馳
蝣.O fi「こ離I-O吋fti^「税しこ「..トi!こiこ'蝣,1二

める手癖と年金の所得制限幾以下の者及び

老齢福祉年金を受けている者

○本市に3カ月以上居住している溝70才

_ilLl-.0号:そこ3L,りと・し1f二こ-Lにm柑一蝣・"!*-
1l-J!占て

次に該当する者

1川iくけ蝣^く;＼J、ると齢rrtflt・主金三t,'c

は障害福祉年金を受けている者

②前年の所得が福祉年金の所得制限以下

の者でそれぞれの福祉年金受給者

-72-
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官民健康磯衆被保険者-医療費の了膏

社会保険各法被健者--医療費の孟

保険診療費の全額無料



7　　失業対策事業

(1)紹介対象者

ア　線分対象者数

区 分 年 鑑
壌 2 壕 3 4 4 AI 5 後 6

過 男 丁 ti 7 1 LI 6 9 確 6 1 1 5 9 3

ォ

*
it B g l 8 7 6 8 3 7 7 4 5 7 3 4

ft 計 ユ′,6 5 5 1 .5 9 0 1 .5 3 漫 1 .3 5 6 且,3 2 7

イ　対策著の動向

袈
年 度 当初 * 蝣サi k 淑 少 者 内 訳

適格 者 数 適 格 者 数
就 j教

自営業 …移 管 極 亡
千 証

壇 2 1,6 5 之 1,5 8 7 丁 3 8 1 8 2 6 6

媛 3 1,5 8 7 1 ,5 :う1 2 3 8 1 ま5 1 5 7

複 速 1,5 3 且 1,3 5 6 5 ヱ5 6 0 1 6 い l T T

4 5 1,3 5 6 1,3 2 7 小 1 i l 9 2 3 2

4 6 1,3 2 7 1,0 4 1 5 7 2 1 9 0 9 2 2 8 7

計 - - 7 呈 4 6 1 3 7 7 7 6 1 9

(荏)各年度における人見の年度当癖と年度務との差引数と醜少人員との差は、移管・転入者等によ
る増員分である

り　就労者の年令別人鼠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭4 7.3,3 1現在)

# ; ^

性 別
i -r r

以 下

芸～: 芸～霊 芸: 霊～霊 き冨 さ霊 66～芸 丁

i:!. ア
証 r 蝣';蝣!" ;,蝣

輿
人 員 i 1 2 2 4 5 0 5 1 9 0 9 6 T T 凄9 蝣1 5 0

5 8 .5 才

.1L * I'B 0 . 1 lユ 2 3 4 B 4ー9 8 6 9 r2 7 .4 4 .7 4 3 .2

女
人 員 2 6 1 Ll n il 蝣1 1 1 5 6 1 3 4 5 5 1 7 5 9 1

5 7 .4 才

比 率 輸 0 . 2 0 .6 1 3 6 3 1 3 5 1 5 D 1 2 9 5 3 1.6 5 6 B

計
人 見 3 1 8 3 8 1 1 6 1 9 2 2 4 6 之3 0 1 3 2 6 6 †い1 1

5 8 .4 才

比 率 鱗 O l 3 i -7 S AG 1 1 1 ユ8 慮 2 3 li 2 2 J 1 2 .7 6 .3 l o o

エ　失対事業吸収音調

区 分 年 度
蝣1 2 4 3 4 4 4 5 4 6

年 間 吸 収 者 数 3 7 4 ,6 6 7 3 5 7 ,4 3 1 3 3 9 ,7 0 5 3 1 6 ,1 4 3 2 8 2 ー7 7 4

1 日平 均就労者数 1 ,4 1 9 1 ,3 5 複 1 2 9 7 1 .l l.サ丁 1 ,0 7 1

一、-　T:ミ



帝　貸金・見舞金

7　琵　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川「17.主1絹ft~三＼

作 業 区 分 A B C

該 当 ノも 員

輿 女 l 計 い ヒ 率

応 t'p 1,5 2 1 12 呈4P 1ユ 3 9 2 3 嶺 2 漫 4 5 3 後7.1 9 摩

m
段 2 ( Fl) 1 3 1 5 1.1 S I 1,0 9 9 9 9 2 6 5 3 6 4 3 7,9 1

i'n ij蝣) 12 8 5 i,ま5 4 一.0 i")さ 7 6 6 7 1 4 3 1 4 ー9 0

読

、㍉

男 9 0 3 0 4 1 5 就業 者 数 9 6 0 人

女 0 3 3 0 2 2 1 総 計 1,0 凄 1 人

A 計 9 0 6 3 4 2 3 6 在 籍者 ( 9 2.2 2 酵)

日、 比 率 柳 9.3 8 * 6 6 ,0 4 2 4.5 1

イ　見舞金　　は人当り)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　円)

区 分 年 度
4 2 4 3 4 4′ 4 5 4 6

両 5,6 7 9 6,3 9 0 7,2 0 0 8,2 3 5 9,3 6 9

鷲 輿 2,3 0 0 2,6 5 0 3 ,0 0 0 3,4 0 0 3,8 5 0

初 市 5,8 7 1 9 β1 0 l l,0 0 0 1 2,5 1 5 1 4,2 0 1

計 1 6ー8 5 0 1 8,8 5 0 2 1,2 0 0 2 4 ,1 5 0 2 7,4 2 0

卑

回 1 3 ,7 8 1 1 5 ,1 S 1 8,0 0 0 2 0,5 8 7 2 4,4 6 3

輿 5 ,1 0 0 5 ,6 0 0 6,2 0 0 ;,8 0 0 7,4 0 0

求 市 1 7,3 1 9 1 8,9 2 0 2 0,8 0 0 2 2.9 1 3 2 5,2 3 7

計 3 6,2 0 0 4 0 ,0 0 0 4 5,0 0 0 5 0 ,3 0 0 5 7,1 0 0

し, ,!; ).i ti蝣「性蝣l. ia二幸こ。'丁十上　HI、>:l¥^く;こしp:ニー、上声附けミ;・トノこ

禍　厚　生

ア　就職等奨励金

失業者就労事業就労者Ul一般常雇用への就労叉は自営開業を促進し、就労者の生活安定に寄毒すること

を目的として、昭和39年1 0月1巨はり実施しているo

贈易金1人市より40,000円(45年度まで30,000酎鼎より50,000F;紺魂、県㌻負担)

計90,000円

就職等奨励金支給状況

区 分 年 度
逢 2 4 3 4 4 4P 5 4 6

鶴

就 凝 着 芸 7 1 3 0 3 3 ( 3 2 )

2 1 2 0 2 4 ( 2 4 )

t- 自営 開 離 芸 2 7 1 6 7 5 6 1 0 8 ( 1 0 速)

市 1 7 蝣2 1 8 1 壇. 1 1 1 ( 1 1 0 )

計 5 3 3 9 1 6 j 1 0 2 7 6 ( 2 7 0 )

潜旨

輿
就 職 者 女

5 2 2 0 2 4 ( 2 4 )

1. 0 i fj 2 7 ( 2 7 )

本 自営 開 鰯 雲 7 3 2 2 4 5 4 ( 5 3 )

輿

i

4 1 2 1 6 0 4 6 ( 4 の

計 1 7 1 7 l l 竣 1 5 1 ( 1 4 8 )

合 計 T tl 5 6 2 0 2 ま 4 4 2 7 ( 4 1 5

(荏) ( )内は4 6年度藤月聯度特別措置者数　馬支給金額250,00都市支給金額150,000円
合　計　　填0叩00円
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イ　共済会

失業対策夢寮に就労する労務者で組織する各組合員の、互助共済及び福祉増進を計ることを目的として、

昭軸3 8*」1 0 f] 1 01撃a三会か設立されたO

補助金1カni人当り　50HL昭:18.4-Hfi42.9までは30円)

Jtf生会補助金焚付状況

年 度

組 合 名 区 分

4 + 2 4 3 4 4 4 5 寸 6

人 員 焚付 額 人 員 変相 額 人 員 交付 額 人 負 愛 機 -¥ ft 交 付 額

今 日 日労 熊本 分 会共 済 会 2 1 4
円

1 0 1 8 5 (ー 2 0 0
門

1 2 0 .1 5 0 1 8 7
日 2 2 品

1 7 7
閏

呈0 4 ,7 0 0 ユ4 3
9 0 3 弘

合 印 自労 取木 市 部 〝 4 2 3 豊0 2 1 7 0 3 9 1 2 3 5 0 5 0 3 5 8 2 1 4β0 0 3 1 4 1 8 6 0 0 0 2 5 2 ユ6 0 S 5 0

幾 本 轟 殻 労 組 〝 4 3 6 2 ユ0 1 5 0 寸6 0 2 7 6 B 0 0 複3 8 2 6 2 B 0 0 3 9 5 2 寸0 3 0 0 3 2 g 2 0 9 2 5 0

鱒 寒 帯 免 対 労 務 者 新 興

組 合 共 済 会
2 0 9 9 9 3 3 0 1 8 5 ユ1 2 8 0 0 1 8 0 1 0 8ユ5 0 l 遵o 8 4 .7 5 0 5 2 4 3 ti 5 0

熊 本 失 対 民 自 労 厚 生 会 3 芝 漫5 3 6 0 3 1 1 8卓0 0 2 7 1 6 JD 5 Q 2 0 1 2 3 0 0 0 2 .7 0 0

潜畠本 市 失 対 観 光 〝 1 こ} 6 6 6 0 ユ4 8 ,7 0 0 1 6 9 3 0 0 1 5 8夢5 0 2 2 ま2 0 0 0

熊 本 単 発 労 組 〝 8 0

3 0

3 8 ,7 0 0 8 2

3 2

-I 9 3 5 0 8 3

2 8

4 9 5 0 0 8 0

2 5

竣8 ,4 5 0

1 4 5 5 0

5 5 3 6 ,7 5 0

全 国協 和 労 組 合共 済 会 5 ヱ蝣H i0 0

新 熊 本 労 組 厚 生 会 1 4 3 1 0 1 9 5 0 0 1 6 9 5 0 2 5 1 4 ,7 0 0

熊 本 新 生 〝 6 7 3 2 1 6 0 6 1 3 8 ,5 5 0 6 1 3 6 ,7 5 0 6 2 3 7 2 0 0 3 9 ご6 ,7 0 0

葺 憲 ㌔ 失 }㌔ 若 葦
2 0 5 JS 5 0 1 8 1 0β0 0 1 5 9 ,1 5 0

計 1万0 4 7 2 0 ,6 9 0 1 逓5 9 8 7 8 ,7 0 0 1 3 9 8 8 3 2 3 5 0 1 2 4 6 7 4 7 9 0 0 9 8 6 6 3 1 0 5 0

8　国民健康保険　(昭和34年7月1日事業開始)

(1)世帯数及び被保険者教

区 分 年 度
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

総 他 市 数 3 2 7 5 6 9 1 3 2 S 5 6 1 4 0 β2 4. 1 3 0 8 9 3 1 -1 tiS S 5

被 保 険 者 健 背 教 4 1 1 4 2 4 2 .4 7 4 4 5 ユ3 0 4 8 ,6 1 0 5 U 0 2

加 入 率 妙 3 2 2 5 3 1 .7 9 3 2 .0 5 3 7 2 8 3 4 .7 9

fe A I ] 4 2 9 ,4 8 3 4 3 1 ,7 8 3 4 3 5 .7 9 5 4 4 8 ,6 6 9 4 4 7 2 0 0

被 保 険 者 数 1 3 1 ,0 0 5 1 3 2 .ti -l 1 1 3 7 .6 3 2 1 -1 4 ,8 3 1 1 4 9 5 9 5

加 入 率 併) 3 0 5 0 3 0 .7 2 3 1 5 8 3 2 2 8 3 3 .4 5

(i:lつ総tii'if款及て.～;転¥t:u上古こI-1吐3 n a i h現在
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の　保険税賦課徴収状況

区 分 年 度
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

覗 調 定 離 圃 4 7 0 ,3 8 4 β3 0 5 3 6 .3 4 2 J 4 0 5 6 8 ,8 5 1 ,7 9 0 6 3 9 万1 0β1 0 7′8 7ユ5 1 8 5 0

年 l

痩
収 入 済 敵 (〟) 4 6 2 .6 0 1 5 6 0 5 2 3 2 4 6 0 5 0 5 5 1速9 2 3 5 5 6 1 8ユ 5 2 .7 7 5 T b ti.l 2 ti;i 5 0

・V

過

収 納 率 紳

調 定 蝕 囲

9 8 3 5 9 7 5 6 9 6 9 5 9 6 6 6 9 6 1 0

1 9 5 4 5 ▼6 6 9 1 8 ,7 7 4 ^ 6 1 2 4 ,8 5 9 ,4 1、0 3 6 ,6 7 O J 4 9 4 8 ,7 8 3β0 0

年

皮 収 入 済 徽 (〟) 6逓5 9ユ1 1 5 2 7 7 ,9 5 1 5 .4 0 2 .4 8 0 8β 7 5 .4 6 0 1 0 9 9 4 2 7 8

;'r 収 納 率 紗 3 3 D 5 2 8 1 1 2 1 .7 3 2 4 2 0 2 3 1 0

計

調 定 額 陶 4 8 9 3 3 0 ,4 9 9 5 5 1 1 1 7ユ0 1 5 9 3 ,7 1 1 2 0 0 6 7 6ユ8 0 β5 9 8 3 5 9 3 5β5 0

ijv V ;f! 証 (→ 4 6 9 0 6 0 ,6 7 1 5 2 8 ,5 2 4 ,0 0 1 5 5 6β9 5 .4 3 5 6 2 7 ,0 2 8 2 3 5 7 6 7 ,4 2 0 ,6 2 8

収 納 率 紗 9 5 .7 4 9 5 2 1 9 3 8 0 9 2 .7 3 9 1 9 3

賦 課 期 日 4 月 l Eー 4 月 l El 4 月 1 i∃ 4 月 1 日 E 4 .月 川

1 2
1 2 1 2 1 -1 1 2

秩

負

! 被 囲賭 1人 当 り堅

持 別 柳

3 5 9 1 4 ,0 4 4 4ユ3 3 4 ,4 0 5 5 3 0 1

5 0 ,0 0 0 5 0 0 0 0 5 0β0 () 5 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0

洩 2 .9 0 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0

m

煤

l l .4 3 3

3 2 5

1 2 6 2 8

3 2竃

1 2 6 0 5 1 3 2 0 6 ま5 ,5 8 3

3 2 5 過 3 2 5
1 耶

"」一旦
1摘

認

9 8 4

T 自首

+ +

了甘酢

%i

1 2 3 6

1 0 0

級

秩

資 産 別 (〟)

均 等 別 縛

」 遭

l i

率 平 等 別 (〝ラ 1 S 2 0 2ユ0 0 2 ユ0 0 2 ユ0 0 2 1 0 0

6 3 3 3
釈 所 得 別 紗 5 4ユ5 5 1 9 5 5 3 8 8 5 4 3 9

課 資 産 別 (〟) 6 .9 9 6 B 2 7 2 2 7 1 4 iv :; 1

刺 均 等 別 (〟) 2 4 8 7 2 6 .7 8 2 5 .0 1 2 4 0 5 1 9 2 1

合 平 等 劉 (〟) 1 4 .7 9 1 4 .4 5 1 3 .8 9 1 3 8 2 1 1 1 5

㊥　給付状況

区 分 年 度
4 2 4 3 4 4 4r 5 1 0

議腐 り 榎 荷 主 (刺 ) 7 7 7 7 7

付合 家 族 ( ′′) ( 4 3 .1ユかち7 ) 5 7 7 7 7

療諸 件 数 5 8 8 ,7 5 9 6 4 8ー7 8 2 ti SU )やボ 7 3 0 5 0 5 7 7 5 5 7 6

冗 襲 用 (円 ) 1 6 1 4 2 1 7,8 2 3 2 0 8 0 3 3 9 (3 4 0 2 .4 2 1 0 2 1 3 9 7 2 3 4 0 1) 2 4β9 0 3 ,3 5 5 8 1 9 ,7 0 4

助
件 数

1 3 1 0 1 7 5 1 1β2 7 1 β5 8 2 .0 5 6

!yfV 準 用 的 ) 5 ,7 2 7 ,0 0 0 5 2 5 3 .0 0 0 1 2 ,0 6 1 0 0 0 1 9 2 2 7 ,0 0 0 2 0 5 1 8 ,0 0 0

賞 ( 3 8 0 0 ) ( 3β0 0 ) ( 1 0 D 0 0 ) ( 1 0 D 0 0 ) ( 1 0 0 0 0 )

m
件 数

費 用 (円 )

1 2 0 9 9 7 0 9 5 1 ∫.O V T 1 2 8 0

児 1 ,4 1 6 ,6 0 0 1ユ4 1 2 0 0 1 1 0 9 8 0 0 1 2 9 4 ,0 0 0 1 5 0 2 .4 0 0

祭 ( 2 0 0 ×6 カ月 ) ( 2 0 0 ×6カ月 ) ( 2 0 0 ×6カ月 ) ( 2 0 0 ×6カ月 ) ( 2 0 0 ×6 期 )

葬
件 数

費 用 (円 )

1 1 0 6 9 3 7 9 5 2 8 8 3 9 4 4

祭 2 2 1 2 、O 0 0 1 8 7 4 ,0 0 0 1 ,9 0 4▼O 0 0 1 ,7 6 6 ,0 0 0 1β8 8 1)0 0

管 ( 2 .0 0 0 ) ( 2 .0 0 0 ) ( 2 ,0 0 0 ) ( 2 0 0 0 ) ( 2∫3 0 0 )

醍 n k 5 9 2 3 8 4 6 5 2 速4 0 6 9 ヰ:l 1 <"> 7 3 4 ,4 4 3 7 7 9 8 5 6

費 用 (門 ) 1 6 2 3 5 7 3 ,4 2 3 2 0 8 8 ,6 0 7 2 4 0 2 .4 3 6 .0 9 6 ,1 9 7 2 9 6 2 3 H 芦9 0 3 3 7 8 ,9 2 8 ユ0 4

は う /'・ サ<蝣 3 8 3 3 5 4 1 ,4 4 7 1 2 A う1 4 8 ,4 5 0 5 4 3 8 8

豊施

ゆ術

!r. iiiII. ":' 叫 十 3 β3 3 5 0 0 1.1 I I,丁o o 4 ,2 6 5 .4 0 0 7 ,9 8 3 5 9 0 9 2 4 5 9 6 0

( 1 0 0 ) ( 1 0 0 ) ( 1 0 0 ) ( 1 7 0 )

(荏)( )内は1件当り給付額
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綿　診療費諸率

区 分 年 度 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

受 診 率 ( 酵 ) 4 4 6 .2 1 4 8 5 .2 7 4 9 8 .4 3 4 9 9 .5 9 5 1 8 .8 8

1 件 当 り 日 数 4 .5 蝣IAS 蝣I.I) 4 .2 4 .3

l 件 当 り 費 用 額 ( 円 ) 2 .7 5 0 3 ,2 1 9 3 .5 1 ; 4 ,0 3 9 4 ,3 3 9

] ^ 当 り 費 用 額 ( 〟 ) 1 2 .2 7 3 1 5 ,6 2 1 1 7 ー5 2 2 ご L'.l 丁 ご コ.5 1 1

1 人 当 り 受 診 日 数 2 0 2 2 2 3 '- 1 2 2

1 日 当 り 費 用 額 ( 円 ) 6 0 6 6 9 6 7 7 6 9 5 7 1 ,0 1 6

ユ 世 帯 当 り 費 用 畿 ( 〟 ) 3 9 ,0 7 9 4 8 ,7 8 1 5 3 ,4 3 7 6 0 ,4 8 5 6 6 ,1 8 1

出 生 率 ( 鱒 ) 1 .4 6 1 .3 2 1 .3 3 1 .3 5 1 .3 8

死 亡 率 ( 〟) 0 .8 4 0 .7 1 0 .6 9 0 .6 1 0 .6 4

魯　納付組織

名　　　称　　国民健康保険会

組　級　数　　585

.1㌧ '、->'-. T I　山トr

率　務　費　(保険金最の事務費)

当該保険金を通じて当該月に係る保険税を納期勺に完納したとき、領収書1枚につき、 2 0円

当該保険金を通じて当該月に係る保険税を納嚇隈のゼロから翌月の1 O Bまでに完納したとき、領収

'11'∴∴~・._、.i:、 1 0¥'l

主丁;nv;>

受捧坦滞5 0髄帯以下　　　隼徽　　　2,6 0 0円

51髄と滞-90健帯　〃　　　　2.800円

91 "　-1 30〝　〝　　　　3,000円

1 31　〝　-1 70"　〝　　　　3,200円

1 71 〝　以上　　　　〝　　　　3,40OR

9　　匡i民年会　　　　　も;i、l∴与・lri削i二二i川一甘.判-."蝣蝣^

鞘　拠出年金被保険者状況

区 分 整 ～盈 虹 確 2 i 媛 3 … 4 凌
寸 5 確 6

慧 [ 脚 加喜入 者

i

5 壕,6 1 8 5 6 ,壇9 9 … 5 8 ,6 0 7
6 0 ,0 2 3 7 1 ,7 1 7

>t栄
級

者

…任 意 加 入 者 l l .嶺9 8 1 3 ,2 4 5 … 1 9 ,2 2 2 ご1 ナti lJ 5 2 1す8 5 0

計 6 6ー1 1 6 】 6 9 ,7 朋 E 7 7ー8 2 9 8 1ー7 1 8 9 3 ,5 6 7

楳 免

険 除

法 定 免 除 者 2 .6 5 6 、7 6 壕 ー 2 .8 3 8 も
2ー9 3 9 3 B ま8

申 請 免 除 者 6 ,8 3 8 複郎 3 i 複,逢 7 0 嶺,3 6 7 凌,若3 2 7

料 者 計 9 y凄9 複 7 ,6 5 7 … 7 .3 0 8
7 .3 0 6 7 .0 4 5

免 除 率 鱒 1 後.壇 1 0 .8 竣 8 l9 丁+5

・　　nn



の　拠出年金受給者及び支給年金額

年 慶

区 分

4 4 4 5 4 6

受 給 者 if. A 受 胎 者 # ア 受 給 者 隼 ん金 額

母 子 年 金 2 6 9
1 4そ冨59鍔 苧

2 9 9
2 6ぞ孟56望呂膵

3 3 1
3 1そ紹 糟

m m % - <t 9 7
7.1 5 21)0 (3
( 6 0 0 0 0 ) 1 2 3

1 3要孟06宕0 0蝣0 0 )
1 6 9

1 腎 猪 3 3 )

遺 児 年 金 2 0
得 票00 3 )

2 4
1要宝6 ,000 3 呂)

2 5
1ぞ96 豊鐙 呂)

準 母 子 年 金 -
( 5 52 0 0 )

-
( 5 5 2 0 0 )

～ -

計 3 8 6 2 2 3 5 6B 0 0 4 6 6 4 15 4 80 0 0 5 2 5 5 1,6 8 64 0 0

(注) ( )内は年間1人当り受給額

の　検認実施状況

・ K

区 分 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

検 認 対 象 月 数 6 0 6 ,9 4 4 6 1 8 ,4 6 6 6 7 6 ,4 4 5 7 8 8 ,1 0 8 7 5 8 ,5 9 7

検 認 実 施 月 数 5 5 6 ,6 3 3 6 0 6 ,9 0 0 6 6 7 ,7 5 4 7 7 9 ,5 5 5 7 5 3 ,4 確0

前 納 月 数 2 ,5 7 3 2 .3 5 0 2 .2 2 5 2 .2 8 ま 2 .1 4 3

検 認 率 (癖 9 2 .1 9 8 .5 9 9 .0 9 9 .2 9 9一6

拘　給付組合　(昭47.4.1現在)

納付組合設置数　　5 0 6組合

組　合　員　数　　74,836人

Tti　　紋　　二妄言　　9 9.1鍵

手　　数　　料　取り扱い1件につき13円

餌　福祉年金受給該当者状況

区 分 年 度
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6

発 令 1 1 5 5 0 8 6 9 多 1 2 2 5 0 8 8 .0 醇 1 2 4 8 1
8 8 3 癖 1 3 5 8 5 8 8 6 酵 1 4 ,7 8 2 8 9 2 膚

障 害 1 3 7 4 1 0 .4 1 寸tl 3 1 0 4 1 ,4 8 4 1 0 5 1 5 7 8 l oョ 1上i 6 1 1 0 1

母 子 3 6 4 2 .7 2 2 6 1 6 1 6 7 12 1 7 1 l l 1 2 5 0 7

準 母 子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 1 3 2 8 8 1 0 0 1 3 3 1 9 1 0 0 1 4ユ3 2 l o o 1 5 3 3 4 1 0 0 1 6 5 6 8 1 0 0

碍　福祉年金受給状況

区 分

4 4 4 5 4 6

rfe

支 給

】 苦琵
^ *a

汁 Sii
支 給

妄 諾 計 S I
支 給

} 部

支 給
計

老

'1̂

件 数 9 8 2 1 8 6 7 1 0 6 8 8 1 0 6 5 7 9 2 3 1 1 5 8 0 1 3 2 4 5 4 6 1 3 2 9 1

金 額 (ォ) 2 X 2 1 3 4 7 7 2 7 2 2 8 9 4 0 6 2 5 5 7 6 8 7 8 3 2 2 3 3 4 0 9 0 3 6 5 5 6 2 6 5 0 3 6 6 2 1 2

障

%

件 数 1 3 8 3 1 2 13 9 5 1番7 0 1 7 1 4 8 7 1 5 7 3 5 15 7 8

金 窺 (7-吟 蝣18 1 2 S 9 6 4 8芝2 4 5 4 6 8 4 18 6 5 -IS 7 0 6 4 1 7 8 1 .I 6 4ま9之

母

早

(1- K 1 4 4 4 14 8 1 1 9 3 J 5 2 1 0 9 1 1 1 0

金 額 (m ) 4 3 3 9 3 1 4 3 7 0 4 8 5 5 3 0 4 8 8 5 3 8 5 6 l l 3 8 6 7

計
件 数 1 1 3 4 8 8 8 3 1 2 3 3 1 1 2 2 7 6 9 4 3 1 3 2 1 9 】4 9 2 7 5 2 1 4 9 7 9

金 額 *ォ) 2 6 4 6 0 1 7 73 9 9 3 4 2 0 0 0 3 1 5 3 0 7 7 85 3 8 3 9 3 8 4 5 4 3 3 5 9 6 6 7 5 4 3 4 2 7 1
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10　　戸籍・住民

弼　各種人口登録数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(各年度3月3 1日現在)

年 度

区 分

4 5 4 6

f- '1 支 所 計 本 庁 支 所 計

住

氏

登

a

V

fコ

輿 ユ6 8 ,7 9 6 4 3 ,3 3 4 2 1 2 1 3 0 1 6 8 ,2 2 3 4 5 .4 2 2 2 1 3 ,6 4 5

女 1 8 4 ,4 9 3 4 7 .7 3 3 2 3 2 .2 2 6 1 8 3 ,7 9 0 4 9 ,7 6 5 2 3 3 ,5 5 5

計 3 5 3 ,2 8 9 9 1 β 6 7 4 4 4 ,3 5 6 3 5 2 .0 1 3 >T v l S T 4 4 7 ,2 0 0

鰻 帝 数 1 2 0 ,3 3 2 2 3 ,8 9 9 1 4 確,2 3 1 1 2 0 ,9 5 2 二う.;' :> ∴ 1 4 6 ,8 8 5

襲 霊 ^ 口 1 -0 5 ま 7 6 1 ,1 2 7 1 ,0 4 0 8 3 1 .1 2 3

燦 滞 数 4 3 0 4 3 4 7 3 逢確1 4 4 4 8 5

臥

袷

A

[コ

健

蝣fi IV 3 4 6 ,3 7 1 6 4 ,4 3 2 1 0 ,8 0 3 3 5 4 ,2 7 4 6 7 .4 5 5 速 2 1 ,7 2 9

1 ; t-s 丁.'.> l; 2 5 .3 9 5 3 3 ,3 6 壇 7 .9 6 9 2 5 ー1 2 9 3 3 ,0 9 8

汁 3 5 4 ,3 4 0 9 ,8 2 7 4 4 4 ,1 6 7 3 6 2 .2 4 3 9 2 5 8 4 4 5 4 ,8 2 7

消 費 ま1 9 ,1 4 6 ユ8 ,5 1 3 ユ3 7 ,6 5 9 1 2 1 ,8 5 8 2 0 ,1 0 6 1 凍 1 ,9 6 嶺

与野 ァ」 m 1 .6 1 しミ 4 ,6 6 8 6 ,2 8 4 l .l> 1 Li 4 ,8 1 8 6 ,4 3 4

敬 計 ま2 0 ,7 6 2 2 3 ,1 8 1 1 4 3 ,9 4 3 1 2 3 ,4 7 4 2 4 ,9 2 4 1 4 8 ,3 9 ォ

碍　各種事務受理件数

区 年 度

分 ＼

4 5 4 6

本 庁 支 所 計 本 庁 支 所 計

戸

簸

出 生 7ヤ2 3 9 1 ,3 7 5 8 ,6 1 4 7、2 1 6 1滋 7 4 8 ,6 9 0

死 亡 2 .4 2 5 4 4 4 2 .8 6 9 2、4 7 8 4 4 2 2 .9 2 0

婚 姻 3 ,3 7 9 6 5 4 4 ,0 3 3 3 ,7 3 4 7 5 9 戟.4 9 3

it if 5 5 5 6 5 6 2 0 ′ 5 2 8 8 0 6 0 8

転 畿 1 .0 8 1 2 4 2 1 ,3 2 3 1 .1 2 3 2 7 1 1ー3 9 4

認 知 1 0 2 s 1 ヱ0 1 0 3 ^ l i l

養 子 縁 組 2 3 7 4 1 11 7 S 2 6 3 5 5 3 1 8

養 子 離 縁 5 8 1 4 7 2 1-1 ll 8 7 4

九 幾 2 4 6 3 2 '' 7 S S O ∃ 4 7 3 5 0

蝣r }''-. 3 0 痩 3 嶺 4 0 2 4 2

を の 機 9 8 7 l o ョ 1 ,0 9 0 5 0 2 1 1 7 6 1 9

計 1 6 ,3 3 9 ごi) 8 1 9 ,3 2 3 1 6ー3 5 6 3 2 6 3 1 9 ,6 1 9

健
転 入 2 0 ,9 7 6 3 .5 6 ヱ 2 壇,5 3 7 2 0 ,9 7 6 複,0 0 9 2 複,9 8 5

氏
転 出 2 0 ,5 9 9 :>.ti s .j 2 も 2 8 3 2 0 す5 9 9 3 ,7 3 1 2 4 ,3 3 0

登 }'-. ':<': 2 0ー2 5 3 うナ6 6 7 2 5 ,9 2 0 2 0 ,2 5 3 6▼9 2 3 2 7 l呈7 6

*

i

そ の 他 1 連,3 7 7 2 .0 8 6 1 6 1確 6 3 1 1 ナI 2 ;") 2 滋 7 9 1 li.やい

計 7 6 ,2 0 5 まW 9 8 … 9 1 2 0 3 7 6 ,2 5 3 ユ7 ,呈頚2 9 3 ,3 9 5

ffl 新 規 1 5 .6 2 8 3 ,3 5 8 1 8 ,9 8 6 1 5 t呈7 之 3 .5 3 1 1 8 .7 0 3

A 改 印 i C樋 7 速 i ,6 2 5 1 2 ,0 9 9 1 ユ2 2 4 2 .0 6 3 1 3 ,2 8 7

餐 溌 翻 そ の 他 1 4 ,7 8 竣 6 8 8 I 5 ▼4 7 2 ユ2 ,8 8 9 ユぶ 1 7 1 4 1呈0 6

銀 計 4 0 ,8 8 6 5 .6 7 1 4 6▼5 5 7 3 9 72 8 5 … 6 ,8 1 ま 複6ー0 9 6

外 登 新 規 ユ0 5 1 0 5 1 0 7 - ユ0 7

国

人 銀 l
変 更 そ 砂 地 8 4 6 8 4 6 1も5 4 2

-
3>ヰ5 4 2

計 9 5 1 - i> J 1 1 .6 4 9 - 1.6 I ;>
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鰯　各様証明取扱枚数

区 分
本 庁 支 所 計

有 料 無 料 計 有 料 無 料 計 有 料 m m 計

4 4

戸 籍 関 係 1 2 4 ,0 6 '; 6 4 2 1 1 3 0 4 8 8 2 3 ,6 1 1 1 8 0 9 2 5 ,4 2 0 1 4 7 .6 7 8 8 2 3 0 1 5 5 9 0 8

住 民 票 関 孫 1 0 8 5 8 ヰ 4 ,7 9 3 1 1 3 β7 7 2 0 ,1 9 4 5 9 9 2 1 JO 9 3 1 2 9 ,0 7 8 5 3 9 2 1 3 4 ,4 7 0

印 鑑 証 明 2 3 7,3 6 5 1β5 1 2 3 8 .4 1 6 5 3 5 3 3 4 2 8 5 3 9 6 1 2 9 O B 9 8 1 4 7 9 2 9 2 3 7 7

年 転 出 証 明 番 2 2 9 0 7 5 3 2 2 9 6 0 2 ,7 4 9 ～ 2 ,7 4 9 2 5β 5 6 5 3 2 5 ,7 0 9

皮
その他証明関係 1 5 2 4 6 2 5 2 4 1 7 .7 7 0 1 ,0 4 6 6 5 n l l 1 6 2 9 2 2 5 8 9 1 8 ,8 8 1

埋火 葬 許 可 証 1 6 6 1 1 6 i 3 0 5 2 2 6 5 3 1 4 7 1 2 2 7 6 9 8

f t 5 0 8 ,3 3 5 1 4β4 3 5 2 3 .1 7 8 1 0 1 ,7 3 8 3 .1 2 7 1 0 4 ,8 6 5 6 1 0 ,0 7 3 1 7,9 7 0 6 2 8 ,0 ヰ3

4 5

戸 発 関 係 1 2 1 5 6 4 8 ,1 9 9 1 3 0 .0 6 3 3 9 5 9 9 3 3 1 6 4 2 9 1 5 1 ti1 .1 6 3 1 1 8 1 5 1 7 2 3 7 8

住 民 票 関 係 1 1 7 ,6 0 5 5∫)9 1 1 2 2 ,6 9 6 ヱ '.6 (58 1 3 8 6 2 9 ,0 5 4 1 4 5 2 7 3 6 ,4 7 7 1 5 1 ,7 5 0

印 鑑 証 明 2 複0 ,7 6 4 1 ,0 0 0 2 4 1 ,7 6 4 6 2 ,7 7 7 8 8 1 6 3 ,6 5 8 3 0 3 5 4 呈 1 8 8 1 3 0 5 .4 2 2

年 転 出 証 明 番 2 2 3 3 3 6 0 2 2 3 9 3 3β6 9 - 3 ,6 6 9 2 6 .6 0 2 6 0 2 6 .6 6 2

皮
その他証明関係 1 4 9 4 4 3 ,1 9 8 1 8 ,ユ4 2 1 8 9 0 1 8 1 2 .0 7 1 1 6 ,8 3 4 3 3 7 9 2 0 2 4 3

埋 火葬 許 可 証 1 5 5 - 1 5 5 2 5 2 l 5 4 4 0 6 4 0 7 1 5 4 5 6 1

計 5 1 7.9 6 5 1 7.8 寸8 5 3 5 .8 1 3 1 3 5 .8 5 5 5 S 1 8 1 4 1 ,7 7 3 6 5 3 ,8 2 0 2 3 ,7 6 6 6 7 7 5 8 6

4 6

戸 籍 関 絡 1 2 7.4 7 5 7β 7 4 1 3 5 3 4 9 3 9タ6 3 0 3 B 0 2 4 3 ユ3 2 1 6 7 .1 0 5 1 1 3 7 6 1 7 8 .4 S 1

住 民 票 関 係 1 2 5 ,6 9 6 7ー1 7 8 1 3 2 S 7 4 3 1 2 9 0 1 2 4 7 3 2 5 3 7 1 5 6 .9 8 6 8滅 2 5 1 6 5鼻 1 1

印 鑑 証 明 2 5 5 .1 14 7 8 0 2 5 5 ,8 9 4 7 0 9 0 8 5 5 1

0

4 2 1

7 1 ,4 5 9 3 2 6 .0 2 2 1β 3 l 3 2 7 3 5 3

年 転 出 証 明 番 2 2 X1 0 1 3 5 2 2 .0 3 (5 3 ,7 3 2 3 ,7 3 2 2 5 ,7 3 3 3 5 2 5 ,7 6 8

痩
その他証 明関 係 1 7 .0 5 4 2 1 5 9 1 9 2 1 3 2 9 6 5 3 3 8 6 2 0 ,0 1 9 2 5 8 0 2 2 ,5 9 9

埋火 葬 許 可 証
- 2 .4 4 7 2 滅4 7 ～ 4 8 1 4 8 1 - 2 9 2 8 2 3 2 8

計 5 4 7▼3 4 0 2 0 .4 7 3 5 6 7 ,8 1 3 1 4 8 5 2 5 6 ,2 0 2 ユ5 4 ,7 2 7 6 9 5 ー8 6 5 2 6 .6 7 5 7 2 2 5 4 0

(注) (1)-(3)の支所欄は6支所を合算したものである

11　住民組桜

・1 .-:蝣'蝣∴　　　　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

年 学校 区 自治会hl ォ ォs 世帯数脇
世帯数平均慧

結 成 率

蝣1 5 4 5 4 3 5 9,5 7 1 1 1 8.7 6 5 2 7 3 1 0 0%

4 6 5 0 4 7 1 1 0,18 3 1 24,36 9 2 6 4 10 0%

4 7 5 2 48 0 10,7 8 0 13 0,5 5 5 2 7 1 10 0%

似　委託事務内容

広報枇(帝政だより等上回覧文数一般文轟(印刷文脅)の配布事務

C9　文書配布委託料　　-t蛸y iy- i2oilj

軸　補　助　金

町内自治振興補助金として,町内自治の振興を図り、健全鵬酬欄に資するための補助金であり、次

の姦準により交付する。
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町 内 自 治 補 助 金 金 額

2 0 0世帯 以下の町内 年 2 0,0 0 0 円

2 0 1世帯 以上 4 0 0世帯 以下の町内 2 5,0 0 0 円

4 0 1億帯以上の町内 3 0,0 0 0 円

餌　交付時期

文番配布委託料

町内自治振興補助金

9月と3月の二期に分けて支給する0

9 1]に支給-t蝣」,

12　交通安全対策

(1)交通安全対策事業

本了11-亡は、耶和・1 2叶4 I! rtikiミ'一・<<軸-If課に、更地蝣」.17_叶賢三汁設訊L、地'j'H轟II三で市しりIl'l-Hi一郎耳とLて

規定されている「交通安全の保持」のためー-T&の交通安全対策単発を実施してきた。

しか工昭和4 5年6月に交通安全対策基本法か施行され、地方自治体の資源が明示されることにより,

本市もこれに基づき交通蜜全対策会読条例を制定すると共に～この教会に現在g痩通情勢に対応できる体制

を整えるため、従来の交通安全封衆室を課に昇格したoその後、交通安全対策単発は、交通安全対策会議で

策定される,鮮本市交通安全計画を中心に、交通安全思想の普及徹底、道路環境の整備促胤被害者の救済

を柱に一層強力に推進している。

ア　交通安全教育の普及徹底

安全教育

蝣:;一蝣:f.i、 [IIjrt三二、結叫蝣J](-トに-い、て、 .;-＼t.満会、映'')'蝣>!、恥流会、 1;柁指導与蝣i¥一間与,i上ii Lて′~1三施してい

交通指導農制度

昭和44年10月1日に発足し、現在委嘱されている交通指導員数は240名で、 1日、 10日、 20

Bn交通安全のEj'及び春秋の交通安食運動期間中、朝の通学適滞翰g堰漣を中心に街索指導を行なっても、

るOまた地域における中核的指導者として交通安全に関する諸活動g鳩導にもあたっているO

待　遇

o句I.t轍鮒-ここHHi2.o u o 14柑!上_L LJ.ふ',L'コう・・附る

‥　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- .　　　　　　、　.  .

o jミfvに`Iv輔jfltl一過朴√ TJ

交通安全運動の推進

春秋の全麹交通安全運動にとどまらず,年間を通じて季節的単故防止運動を推進している9

0交通安全対策車による呼びかけ、市政だより.ノ漂ソフV蝣蝣/トの配布、ポ弟汐- ・懸垂藩・写其・橡語

の掲示等による広磯活動

oftと地声1'ii、「:'二、 ,諒も　てト`　こ、泌削->T;蝣二三'.!*!/^~十に関-㌻三、L一一;・1号LT~一郎物

o安全敏帝の集中的寮施
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母の会の結成

母親が一家の交通事故防止の主役的役割をはたしてもらうため、各地域ごとに交通安全母の金の結成な

はかっているO

車Il. I.」て　艶

7グル-プ

主な活動

Ll iこ1-紳・へ'、1±小一1  ; .(、-、・ -トー1-J>;こ-~一心　二ヾ 、二・三齢ノ∵十`7ft-:.:T-ちl!|li!与1-㍗

O家族の交通安全について、母親かリー9-シップをとり,時にふれ注意を促す

o地域の交通安全活動について率先して、参加協力する

イ　道路環境の整備促進

hl即、 :L二道　十払、品とII'lと　し=L二　瑞:fi1.右目:t、  1、 it!;['ト`岬tせi i tリ.-、ノ二、、 Wl-v-pfUll∴二t、t'lfan'.i:こ沖　　蝣:v

lhlt L](蝣;潤粍L'、 pこl~ ,.ll'Vv(-i与1I -こい`二、、,

現在は　スクーA-ゾ-ン内の交通安全施設の整備に特に力を入れ、関係徴関と一体となって厳り鯛んでい

るO

ウ　市営有料駐車場

山l`<.l>し二.潤、/、里両し禁Il.il山　こけ-'.こい、別車.tK†一端が'土fVr'1'ト二1 1の1 ‡・イ、、 ¥n<.:::恥か;こ軌　し、

-i 7-'I i 'I;こ　・　　--': i..¥∴L,

叫i'i. IIP　　照,ト‥jH.上州「1汁>1 M号

車f:-;・',,; i iト　　Tit j、　小

社蝣i　|　'蝣{'{　　77.いし川「門

規　　模　鉄筋コソクリ-ト構胤地下1階、地上1階

級　面　積　　2,568m2

駐車料金

3 0分ごと " 穆 普 通 自 動 車 軒 自 車 中

普 通 料 金 5 0 円 4 0 円

樽 別 料 金 2 5 円 2 0 円
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エ　救済事業の拡充強化

交通事故相談　昭和4 2年7月開設、相談事項に応じた解決法を教示していたが、 4 7年4月予算
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交通事故相談件数謂

年 件 数

内 訳 利 用 者

被 審 老 加 害 者
市 内 E 県 内 県 外

LI P 7 1 6 複 7 7 0 1 0

4 3 2 6 2 2 1 9 4 3 2 4 9 1 2 1

壇 4 3 8 0 2 9 1 8 9 3 2 6 竣 9 5

4 5 2 8 7 2 2 3 6 4 2 4 9 3 1 7

4 6 3 4 1 2 8 7 5 4 3 0 6 3 1 4

要 旨別

t fe
治 諦 髪 蝣I- 娘 賠 妹 補 軽 諸 隻 (f I'l; 挙 証 瀞 裁 そ

計
年 <*

蝣it K

紛

料
級 零 償 発 、併

渡

・fr .-K

遜

症 m m 政 明 定 判
那

他

壊 2 1 0 9 1 0 2 1 3 5 ⊥ 0 1 o 9 7 1

4 3 7 2 3 5 5 1 4 7 7 1 3 3 0 2 6 2 6 2 6 2

4 4 1 2 3 6 6 7 7 4 3 :蝣l 8 9 ・蝣) 5 1 6 1 0 3 8 0

4 5 後 5 3 9 5 7 7 3 1 8 7 '1 3 0 8 3 5 2 8 7

4 6 6 呈 3 9 5 9 7 8 1 7 2 0 1 8 9 1 l 3 2 6 3 -I 1

珍　交通安全施設等設置状況

、＼、 年 度 ! 4 3 f 4 4

…延組 頭 所 極 楽 牽

蝣I :蝣> I (l

工 機 歯 施 瑠 所 [ 事 業 費
延 炭又は箇所 * n サ

朕 又憾 所 極 I業 牽

歩 道 8 3ユ9 9 m 2 9 ,2 滞 9 ,2 0 呈 5 3 ,3 4 欝

9 8 I rn P1 4 6

確,8 1 0 m 1 ,0 8 0

5 ,8 8 8 m
千円

確9 ,2 9 0
JV円

6 ,6 5 l m 6 0 ,0 2 0

3 ,0 0 I t㌣㌣ 8 ,6 7 7

1 ユー9 8 O nー 1 ,2 5 0

8 ま4

磯断 歩 道 横

道 織 機 明

防 護 機

中 ijl '-1-酪 杏

交差 点改 良

2カ所 1 0 ,6 7 0

呈2基 1 ,1 7 0

5 3 0 m 1 ,9 3 5

1 5 2 m ー9 魂 4

1カ所

4 6 2 m

1 -1?"-

s ,3 6 9

1ナ寸J T

6 7 9

区 画 線 8サ8 8 逐m 1 ,5 0 1 5 0 0 m

1 2 1

l 後ら

丁7

ノくス停 車 帝 lカ所 7 5 2

道 路 標 識 ま0姦 8 3 0

道 路 反 射 鏡 3 3遜 9 頚5 壇8 .姦 l .3 r, 3 5 0遊 1 ,逐ア嫁

l カ所 7 7 0

歩 道 舗 装

視線 誘 導 標

2 .3 0 0 m 5 ,0 嶺2

計 t つ 4 7朋 9
- 6 0 ,1 0 ま - 6 確,0 9 8

つ 7 3 ,0 0 5
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籾　交通災害共済事業

施行年月巨3　　昭和4 3年4月lEl

方　　　式　　軒　直　営

共済期間　加入Ev的翌日から翌年3H31Eiまで(年度区分)

ア　会　費 Cf喜Eゴ4 5.4.I改正)

会 員 と な っ た i∃ 中 学 生 以 下 般

十月 ↑:.-蝣 h !蝣/i O 3 6 5 円 5 〔) 0 円

7 月 I S - 月 … 」
S O U 4 2 0

1 0 月 I B ~ 1 2 月 3 1 El 2 4 0 3 4 t)

1 月 1 H - 月 3 1 F三一 1 8 2 6 0

(注,)射鍋It護を受けている者の加入は全数免除(共済胤輝金は市鋸EH

イ　共済見舞金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄ゴ45.4.1改正)

等 級

A

鶴′ 5}芋 の 程 度 l 共 済 見 舞 金 姦 準 繊

入 院 通 院

1 死亡した場合 5 0 0 .0 0 0 R 以内 5 0 0,0 0 勘エ.j以内

2 全治 6 カ月以上現象客を うけた場合 1 0 0,0 0 0 PI以内 5 0,0 0 C叛射送内

3 全治5 カ月以上の傷害をうけた場合 8 0,0 0 0 円以内 4 0,0 0 (,津 3以内

4 全治4 カ月以上の徹宵をうけた壌合 6 0,0 0 0 二rl以内 3 0,0 0 0 円以内

a 全治3 カn 以上の傷害をうけた場合 糾うテ0 0 0 P 3以内 2 0 ,0 0 0 円以内

6 全治2 カ月以 to 侮賃をうけた場合 2 0,0 0 (月1 以内 1 0,0 0 岬 〕以内

7 全治 1 カ/蝣)以上の傷害を うけた場合 1 0,0 (.川 Fj以内 5,0 0 坤 /:j以内

8 全治1 カ月未満U:)偽者を ラけた地合

( ただし、 l 過批齢射〕入院の機会は、通院

とみなす0)

5 ,0 0 0 円以内 3,0 0 0 円以内

(鋸　会長以外の省く統内塔柱)が交通酎釦=より苑こしたときは、機岸と雑食5,0 00卜13(f汀畠

担)を支払う

ウJin.＼拭.:5亡

寺 ㌃ ≠㌦ 悪 念
加 入 者 会 費 収 入

4 3 1 0 1 ,7 8 6 3 7 ,1 5 1 ,8 9 0 円

4. 4 9 0 ,0 5 4 3 2 ,8 6 9 , 7 1 0

4 5 7 6 、1 5 0 3 4 ,4 6 3 ,3 5 0

1 tl 7 0 ,8 5 2 3 3 ,0 9 9 , 1 2 5
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エ　給付状況

等 級
加 入 年 度 及 び

入 B 通 院 区 分
見 舞 金 額 件 数 支 給 金 額

1 等 級 4 4 5 0 万 円 3 lー5 0 0 千円

4 5 5 0 〝 1 6 8 .0 0 0

4 6 ト (I 蝣- † 1 5 ,5 0 0

2 〟 [ 4 4 l I) 蝣蝣 7 3 7. 3 0 0

4 5 … 入 院 1 0 〝 9 9 0 0

通 院 5 〝 2 1 0 0

4 6 孟 1 0 1 5 1 ,5 0 0

ら ′′ 1 6 8 0 0

3 〝

i

i

4 4 5 〝 8 8 1ナI 0 0

4 5 U s " 芸 s 蝣 3 2 4 ひ

4 // 5 2 0 0

4 6 … S " 9 7 2 0

4 〝 } 5 6 0 0

4 // 4 4 ・-> ,, 1 4 1 2 ,8 2 0

4 5 K
伝 ′′ 1 0 6 0 0

3 // 9 2 7 0

後 6 L S 琵 f) "' 2 0 1 ,2 0 0

3 ′′ 2 h 7 8 0

5 /7 4 4 5 千 E 7 5 3 8 0

壕 5 卜 芸 霊 遠方 … 1 4 5 6 0

2 〝 1 5 ョo o

4 6 芸 針 芸 // 3 () 1 ,2 0 0

3 2 (i -I 0

6 〝 確 4 i 2 千
1 0 2 0

i 入 院 E 2 万 3 8 7 6 0

i 通 院 l 〝 5 0 5 、0 0

竣 AI S 琵 2 " 7 9 1 ,5 8 0

l lJ … 8 4 鰐 壇 O

7 ′つ 複 5 ㍍ 琵 ま 〝 9 3 9 3 O

+ 十十 1 'l S 5 4 0

4. 6
+ 立 †十 1 n ,¥ lプ6 5 0

通 院 5 千 1 7 3 8 6 5

;ォ; 入 院 … 5 〝 1 0 9 ∴ i :"蝣蝣

… 通 院 3 〝 2 9 7 … 8 9 1

L h 院 i 5 〝 .呈2 且 6 0 5

… 通 院 3 〝 … 3 壇 4. 1 ,0 3 2

ませ転. 積 5 5 " … こき 0

Jl、プ 竣 6 5 l/ 1 5 7 5

合 計

壇 4 3 9 1 1 6 I複 2 0

[ 入 院 2 9 2 I 2 .5 3 5

～

4 8 6 2 .8 0 1

7 7 8 1 5す3 3 6

V ' … 増 5 0 I 3 , 9 5 5

確 6 通 院 … 7 0 5 5 , 6 3 2

計 1、1 5 5 ] 9 , 5

-85-



細　交通事故

ア　市内交通事故の推移

区 分 人 身 事 故 死 者 負 傷 者

年 実 数 指 数 実 数 指 数 実 数 指 数

速 2 2 ー8 3 3 1 0 0 3 7 1 0 0 3 , 2 7 8 † o o

複 3 3 , 7 9 5 1 3 4 4 9 1 3 等 LI+イ 寸 t 1 3 5

4 4 5 , 1 3 0 1 8 0 4 6 1 2 I 6 .2 8 5 1 9 2

4 5 5 , 1 4 4 1 8 0 3 2 8 6 6 , 3 6 1 1 9 4

逢 6 5 , 4 5 0 1 9 2 4 3 ま 1 5 6 , 8 3 2 2 0 8

イ　昭和46年市内交通事故分析

傷者年令別並びに男女別

年 令

'¥ 蝣'蝣}
0 ′一 g

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 計
1 9 ′～ 2 9 ′～ 3 9 ～′後 9 ～ 5 9 ′) 6 9 ′} 7 9 ～ 8 9 ～ 9 9

翠 3 3 7 8 7 8 l t5 5 3 ラ,0 2 5 . 6 8 5 4 2 3 1 4 6 8 2 l O 0 5 ,1 3 9

女 1 9 6 1 8 7 4 6 0 3 0 3 2 5 1 1 3 8 7 9 6 0 1 0 0 1 ,6 8 4

計 5 3 3 1 ,0 6 5 2、0 1 3 1 ,3 2 8 9 3 6 5 6 1 2 2 5 1 4 2 2 0 0 6 .8 3 2

比 率 拘 8 1 5 3 0 2 0 1 3 9 3 2 0 -3 0 l o o


